
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  免税事業者が調整対象固定資産を取得する場合        

Ｑ：私は消費税の免税事業者です。３年後

に賃貸マンションを取得する予定ですが、今

年に課税事業者の届出をして課税事業者にな

り、３年目に課税事業者選択不適用届出書を

提出すれば、控除税額の調整は不要になりま

すか？                                          

                                              

Ａ：不要になると思われます。 

【解説】 

免税事業者が課税事業者を選択した場合に

おいて、課税事業者を選択した課税期間の初

日から２年以内に調整対象固定資産の課税仕

入等を行った場合は、調整対象固定資産の課

税仕入等を行った課税期間から３年間は免税

事業者に戻れず、また、簡易課税制度の選択

もできないこととなっており、課税売上割合

が著しく変動した場合には、調整対象固定資

産に関する仕入に係る消費税額の調整を行わ

なければならないこととなっています。 

つまり、消費税額の調整をしなければなら

ないのは、免税事業者が課税事業者となった

課税期間の初日から２年以内に調整対象固定

資産を取得した場合に限られるということで

すので、ご質問の場合は、課税事業者を選択

した後３年を経過する課税期間に調整対象固

定資産を取得するとのことですので、この適

用の対象にならず、したがって、３年目の課

税期間中に消費税課税事業者選択不適用選択

書を提出すれば、４年目からは免税事業者に

戻ることができます。 
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